
令和５年 7月 吉 日 

 関係者各位 

袖ケ浦市商工会青年部  

                      部長 高橋 丈留                

 袖ケ浦市内房総アートフェス推進協議会  

会長 稲毛 基浩             
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出展者の募集について（ご案内） 

向暑の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度、官民合同の芸術祭として今年度実施されます「千葉県誕生 150 周年記念事業 

百年後芸術祭〜環境と欲望〜 内房総アートフェス」の連携事業といたしまして、袖ケ浦市商工会

青年部と袖ケ浦市内房総アートフェス推進協議会の共催により、下記の日程でイベントを開催する

ことといたしました。 

昨年 11 月に袖ケ浦市商工会青年部が実施しました、「SODE JOB ～子ども職業体験～」をス

ケールアップし、仕事・アート・未来の体験イベントとすることで、子どもたちが地域の仕事を知り、未

来を考える機会を創出するとともに、地域事業者の認知度向上や振興発展と消費の拡大を目的と

しています。 

つきましては、皆様方には、是非とも参加の申込をくださいますようご案内申し上げます。 

記 

１．日   時   令和 5年 9 月 30 日（土）  小雨決行/荒天中止/順延なし 

午前１０時～午後３時まで 

 

２．場 所   袖ケ浦フォレストレースウェイ 

 

３．内 容   仕事体験エリア、ワークショップエリア、飲食物販エリアを設けます。各エリ

アに出展者ごとのブースを設け、子どもたちが体験・体感できる企画を実

施します。 

また、仕事体験エリアで 3 ブース体験した子どもには、会場内でのみ使え

る金券（300円：100円券×3枚、配布数上限あり）を報酬として配布し、ワ

ークショップエリアや飲食物販エリアで使うことで、労働に対する考えやお

金の使い方等の社会性を広く学んでもらいます。 

                

４．対 象   主に小学生 

 

５．集 客 見 込    ３千人程度 

 

６．会場アクセス   シャトルバスの運行を予定するほか、袖ヶ浦フォレストレースウェイの 

駐車場を借用 



７．募 集 内 容      

 仕事体験エリア ワークショップエリア 飲食物販エリア 

内容 

自らの事業の一部や、そ

の手伝いを子どもに体

験してもらうようなイメー

ジの仕事体験を実施。 

アートや、未来が感じら

れるような内容のワーク

ショップを実施。 

※仕事体験ではないた

め、金券発行の対象外。 

飲食、商品またはサービスの販

売 

対象 主に小学生 

未就学児から中学生く

らいまで 

※上記年齢層のいずれ

かが対象になってい

れば可。 

全年齢 

実施時間 
1回 15分程度 

※多くの子どもに体験し

てもらうため。 

制限なし  

出展料 

 

（出展者様

負担） 

無し 

①8,000円 

※テント設営費として。 

キッチンカーの場合は負

担なし。 

②（市内事業者）売上の 5％ 

（市外事業者）売上の 8％ 

当日イベント終了後、上記①

と②を併せて現金で納入してい

ただきます。 

参加費 

・ 

販売価格 

 

（お客様 

負担） 

徴収不可。 

販売等も不可。 

無料または材料費程度

の徴収可。 

販売は不可。 

※金券は現金と同様に

扱っていただき、イベ

ント終了後に会場内

本部にて精算してく

ださい（精算は当日

限り）。 

制限なし。 

ただし、金券を使う子どもに配

慮し、一部商品において300円

以内の設定（量の調整をして金

額を下げる等）をお願いいたし

ます。 

※金券は現金と同様に扱ってい

ただき、イベント終了後に会

場内本部にて精算してくださ

い（精算は当日限り）。 

申込条件 
市内外不問。 

※ただし応募多数の場合は市内事業者を優先しま

す。 

・市内外不問。 

・食品を会場で調理し販売する

事業者の場合、「県内一円の

営業許可証」を既に所持し、

また「生産物賠償責任保険」

等に加入済みであること。 

（製品ラベルのついた商品の販

売のみの場合は許可証不要） 

募集店数 14店舗程度 15店舗程度 25店舗程度 

 



 仕事体験エリア ワークショップエリア 飲食物販エリア 

出展区画 

コースピット 1ピット分 

幅 5.5m×奥行 6.5ｍ×高さ 3．14m  

屋根あり。 

 

（ピットイメージ） 

 

テント 1張分 

3.6ｍ×5.4ｍ 

※キッチンカーの場合テントの

ご用意はありませんが、概ね

同程度のスペースを確保しま

す。 

設備 

机 1台、イス 2脚 

※その他必要な設備（水・電気・ガス・発電機等）

や資機材等（つり銭、店舗看板、のぼり旗、備品

等）は出展者側でご用意ください。設備を持ち込

む場合は、お申し込み時に予めご記載ください。 

※店舗スペース背面に自前のテントを設営する場

合は、1張のみ可とします。 

 

 

テント 1張、机 1台、イス 2脚 

※キッチンカーでの出展の場合

はテント、机、イス等の用意は

ありません。 

※キッチンカーの大きさ・高さ等

をお申し込み時に予めご記

載ください。 

※その他必要な設備（水・電

気・ガス・発電機等）や資機

材等（つり銭、店舗看板、の

ぼり旗、備品等）は出展者側

でご用意ください。設備を持

ち込む場合は、お申し込み時

に予めご記載ください。 

申込方法 

以下の QR コードまたは

URLからお申し込みく

ださい。 

  
https://logoform.jp/

form/tSXa/310516 

以下のQRコードまたは

URLからお申し込みく

ださい。 

  
https://logoform.jp/

form/tSXa/312488 

以下のQRコードまたはURLか

らお申し込みください。 

 
https://logoform.jp/form/t

SXa/312697 

※食品を現場で調理し販売

する方は、応募時に県内一円

の「食品営業許可証」及び

直近の「検便検査」確認書

類（結果報告書等）を PDF

で応募フォームに添付する

か、FAX等で提出してくださ

い。 

出展の 

可否 

出展の可否については、応募者全員に 7月28日(金)までにメールにてお知らせいた

します。なお、応募者多数の場合は、実施内容等を基に選考いたします。 

注意事項 

【エリア共通】 

（1）看板、のぼり旗等の広告物の設置は、出展区画内であれば自由に設置して構い

ません。ただし、他の参加者や一般利用者の妨げになる場合は、撤去をお願いする

場合があります。 11 

 
幅 5.5m 

 
奥行 6.5ｍ 

 
高さ 3．14m 

https://logoform.jp/form/tSXa/310516
https://logoform.jp/form/tSXa/310516
https://logoform.jp/form/tSXa/312488
https://logoform.jp/form/tSXa/312488
https://logoform.jp/form/tSXa/312697
https://logoform.jp/form/tSXa/312697


（2）火気を使用する場合は、区画ごとに必ず消火器を設置してください。 

（3）１店舗につき、最低１つのごみ箱を店舗前に必ず設置し、ごみは出展者が持ち帰

ってください。液状の商品提供がある場合には、廃棄用の缶も別途設置し、持ち帰っ

てください。 

（4）会場内やその周辺に、ごみ・油・残飯等を廃棄しないでください。油等周りが汚れ

る可能性があるものを使う場合は、出展区画及びその周辺が汚れないようブルーシ

ートを敷くなど処置してください。 

（5）イベント終了後は清掃を行い、出展区画の原状回復を行ってください。 

（6）荒天や不測の事態、今後の感染症などの拡大等により、イベントを中止する場合

があります。また、中止に係る費用等のご負担はできません。 

（7）当日の出展の様子などを収めた写真について、イベント報告のために公表させて

いただく場合がありますのでご了承ください。 

（8）出展権利を第三者に譲渡、または転貸はできません。 

（9）出展決定後、参加者や一般利用者、事務局職員等とトラブルが生じた場合には、

出展を取り消すことがあります。 

（10）出展内容については、参加者の安全が確保できるものとしてください。 

（１１）イベント開催時間中は、継続的に実施・販売してください。なお、途中で撤収する

ことは認めません。 

（12）会場入口のトンネル寸法は、高さ 3.8ｍ、幅 3.6ｍとなっておりますので、乗入れ

する車の車高と車幅にご注意ください。 

【飲食物販エリアのみ】 

（1）自動車や屋台等の移動を前提とした施設において、営業許可を取得していない

場合は、会場内での調理および加工はできません。 

（2）食品等の製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列等に際しては、適正な温度、時間及

び方法で衛生的に管理してください。 

（3）食中毒等が起きた場合、主催者は一切の責任を負いかねます。現場で食品等の

自然解凍は厳禁です。また、生モノの販売は出来ません。 

（4）販売する飲食物に係る賞味期限、消費期限、アレルギー表示等については、食品

表示法等関連法規に基づき適正に表示等を行ってください。 

（5）販売する飲食物へのお問い合わせ、クレーム等については、出展者の責任におい

て対応してください。 

（6）出展申込者と営業許可証の名称（店舗や企業）が明らかに違う場合、出展でき

ません。（いわゆる名義貸しは不可） 

４．申 込 期 限   令和５年７月２４日（月）まで 

 

５．共 催   袖ケ浦市商工会青年部、袖ケ浦市内房総アートフェス推進協議会 

 

６．そ の 他    当イベントは、今年度開催する「百年後芸術祭－内房総アートフェス－」

の連携事業という位置づけで実施されますので、現時点で次年度以降の

実施予定はありません。 

【問い合わせ先】 

〈仕事体験エリア・飲食物販エリア関係〉  

袖ケ浦市商工会青年部事務局 小倉 

TEL：0438-62-0539／FAX：0438-62-7422／メール：info@sodegaura.or.jp 

〈ワークショップエリア関係〉 

袖ケ浦市内房総アートフェス推進協議会事務局（袖ケ浦市商工観光課内）川嶋 

TEL：0438-62-3465／FAX：0438-62-7485／メール：sode19@city.sodegaura.chiba.jp 


